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この組織図は、廃棄物処理法及び自治体条例並びに省エネ法の基本方針に基づく管理体制を構築し、事業活動におけ
る環境全般に関する管理責任を定める。

環境統括管理責任者は、全事業所の廃棄物管理及び事業活動における環境管理を統括する。
環境副統括管理責任者は、環境統括管理責任者を補佐する。

業務統括、同補佐は環境統括管理責任者及び環境副統括管理責任者を補佐し、各事業所・営業所・部を指導する。
また、廃棄物業務及び事業活動における環境管理業務全般を監視し、必要に応じて環境統括管理責任者に報告する。

各事業所・営業所・部は、それぞれ環境管理責任者及び環境推進者を定める。
環境管理責任者・推進者の選定：
1） 環境管理責任者は、廃棄物及び事業活動における環境に関する十分な知識を有する者の中から環境統括管理責任

者が任命する。

2） 環境推進者は、環境管理責任者が任命する。

環境管理責任者の責務：
1） 廃棄物及び事業活動における環境に関するすべての責任・権限を有する。
2） 廃棄物及び事業活動における環境に関する十分な知識を有し、適正な処理及び事業活動における環境を指導し管理

する。

3） 廃棄物の排出状況の把握及び廃棄物置場を含む事務所内を巡回し、整備等の改善を指導し管理する。

4） 事業活動における環境側面を適切に管理し指導する。

環境推進者の責務：

1） 各組織の廃棄物処理業務及び事業活動における環境管理業務について環境管理責任者を補佐する。

2） 環境推進者研修に参加し、各所員または必要に応じて協力会社員へ周知する。

（注） 部・所

事業系一般廃棄物のみ管理する。

左記の部・所は、建屋単位で監視・測定する廃棄物及び事務所環境全般の責任と権
限を有する。
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